
伊 丹 市 簡 易 耐 震 診 断 推 進 事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 １ ７ 年 １ ０ 月 制 定 ）  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 本 市 の 区 域 内 に 存 す る 住 宅 （ 国 ， 県 ， 市 町 及 び

そ の 関 係 機 関 が 所 有 す る 住 宅 を 除 く 。 以 下 「 住 宅 」 と い う 。 ） の

所 有 者 が 当 該 住 宅 の 簡 易 耐 震 診 断 を 希 望 す る 場 合 ， 伊 丹 市 が 耐 震

診 断 技 術 者 を 派 遣 し て 簡 易 耐 震 診 断 を 実 施 し ， 建 築 物 の 地 震 に 対

す る 安 全 性 の 向 上 を 図 り ， も っ て 公 共 の 福 祉 の 確 保 に 資 す る こ と

を 目 的 と す る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お け る 用 語 の 意 義 は ， 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に

よ る 。  

⑴  簡 易 耐 震 診 断  建 築 物 の 地 震 に 対 す る 安 全 性 を 簡 易 な 方 法 で

評 価 す る こ と を い う 。  

⑵  簡 易 耐 震 診 断 推 進 事 業  次 条 に 規 定 す る 対 象 住 宅 に つ い て ，

本 市 が 簡 易 耐 震 診 断 に 関 す る 事 業 計 画 を 定 め ， 耐 震 診 断 技 術 者

を 派 遣 し ， 簡 易 耐 震 診 断 を 行 う こ と に よ り ， 住 宅 の 地 震 に 対 す

る 安 全 性 の 向 上 を 図 る 事 業 を い う 。  

⑶  戸 建 て 住 宅  一 敷 地 に 独 立 し て 建 て ら れ た 一 戸 の 住 宅 を い う 。  

⑷  共 同 住 宅  複 数 の 住 戸 が 一 棟 に 建 築 さ れ た 住 宅 で ， 廊 下 ・ 階

段 な ど 複 数 の 住 宅 世 帯 が 使 用 す る 共 用 部 分 を 有 す る も の を い う 。  

⑸  長 屋 住 宅  壁 を 接 し て ， ま た は 共 有 し て 複 数 の 住 戸 を 並 べ て

建 て た 一 棟 の 住 宅 を い う 。  

⑹  耐 震 診 断 技 術 者  兵 庫 県 簡 易 耐 震 診 断 推 進 事 業 実 施 要 領 第 ２

条 第 ２ 号 で 掲 げ る 簡 易 耐 震 診 断 員 で ， 建 築 士 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法

律 第 ２ ０ ２ 号 ） 第 ２ ３ 条 第 １ 項 に よ る 建 築 士 事 務 所 に 所 属 す る

者 を い う 。 た だ し ， 建 築 士 法 第 ３ 条 か ら 第 ３ 条 の ３ ま で に 規 定

す る 建 築 物 に つ い て の 耐 震 診 断 は ， そ れ ぞ れ 当 該 各 条 に 規 定 す

る 建 築 士 に よ る も の と す る 。  

⑺  管 理 者 等  建 物 の 区 分 所 有 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ３ ７ 年 法 律

第 ６ ９ 号 ） 第 ２ ５ 条 に 規 定 す る 管 理 者 及 び 第 ４ ９ 条 第 １ 項 に 規



定 す る 理 事 を い う 。  

⑻  建 築  建 築 物 を 新 築 し ， 増 築 し ， 又 は 改 築 す る こ と を い う 。  

（ 対 象 と な る 住 宅 の 要 件 ）  

第 ３ 条  耐 震 診 断 技 術 者 を 派 遣 す る 対 象 と な る 住 宅 （ 以 下 「 対 象 住 宅 」

と い う 。 ） は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る も の と す る 。 た

だ し ， 第 ２ 号 イ に 該 当 す る 場 合 に あ っ て は ， 昭 和 ５ ６ 年 ５ 月 ３ １

日 以 前 に 建 築 に 係 る 工 事 に 着 工 さ れ た 部 分 を 対 象 住 宅 と す る 。  

⑴  昭 和 ５ ６ 年 ５ 月 ３ １ 日 以 前 に 建 築 に 係 る 工 事 に 着 工 さ れ た も

の 。  

⑵  昭 和 ５ ６ 年 ６ 月 １ 日 以 降 に 増 築 又 は 改 築 に 係 る 工 事 に 着 工 さ

れ た も の に あ っ て は ， 次 の ア 又 は イ の い ず れ か に 該 当 す る も の 。  

ア  平 成 １ ７ 年 ５ 月 ３ １ 日 以 前 に 増 築 又 は 改 築 に 係 る 工 事 に 着 工

さ れ た も の 。  

イ  平 成 １ ７ 年 ６ 月 １ 日 以 降 に 増 築 又 は 改 築 に 係 る 工 事 に 着 工 さ

れ た も の の う ち ， 当 該 増 築 又 は 改 築 に 係 る 部 分 が そ れ 以 外 の 部

分 と エ キ ス パ ン シ ョ ン ジ ョ イ ン ト そ の 他 の 相 互 に 応 力 を 伝 え な

い 構 造 方 法 の み で 接 し て お り ， か つ ， 増 築 又 は 改 築 に 係 る 部 分

の 床 面 積 の 合 計 が 基 準 時 （ 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ５ 年 政 令

第 ３ ３ ８ 号 ） 第 １ ３ ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 基 準 時 （ 建 築 基 準 法

（ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 ） 第 ２ ０ 条 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ）

を い う 。 ） に お け る 延 べ 面 積 の ２ ０ 分 の １ （ ５ ０ 平 方 メ ー ト ル

を 超 え る 場 合 に あ っ て は ， ５ ０ 平 方 メ ー ト ル ） を 超 え な い も の 。   

⑶  延 べ 面 積 の 過 半 を 超 え る 部 分 が 居 住 の 用 に 供 さ れ て い る も の 。  

⑷  次 に 掲 げ る 工 法 以 外 で 建 て ら れ た も の 。  

ア  枠 組 壁 工 法  

イ  丸 太 組 工 法  

ウ  建 築 基 準 法 第 ３ ８ 条 に 規 定 す る 認 定 工 法  

⑸  原 則 と し て ， 建 築 基 準 法 に 適 合 し て い る も の 。  

⑹  簡 易 耐 震 診 断 を 受 け よ う と す る 年 度 か ら 起 算 し て 過 去 １ ０ 年

以 内 に 本 市 が 行 っ た 簡 易 耐 震 診 断 推 進 事 業 の 適 用 を 受 け て い な



い も の 。 た だ し ， 次 の ア 又 は イ の い ず れ か に 該 当 す る も の に つ

い て は ， こ の 限 り で な い 。  

ア  震 度 ５ 弱 以 上 の 地 震 の 被 害 を 受 け た も の  

イ  そ の 他 の 自 然 災 害 の 被 害 を 受 け た も の で ， か つ ， 市 長 が 必 要

と 判 断 す る も の  

⑺  申 込 者 以 外 に 所 有 権 ， 借 家 権 等 の 権 利 を 有 し て い る 者 （ 以 下 ，

「 権 利 者 」 と い う 。 ） が 存 す る 場 合 に あ っ て は ， 原 則 と し て ，

耐 震 診 断 を 受 け る こ と に つ い て 当 該 権 利 者 全 員 の 同 意 が 得 ら れ

て い る も の 。  

⑻  建 物 の 区 分 所 有 等 に 関 す る 法 律 が 適 用 さ れ る 共 同 住 宅 等 に つ

い て は ， 簡 易 耐 震 診 断 の 申 込 み 及 び 実 施 に つ い て 同 法 第 ３ 条 の

規 定 に 基 づ く 管 理 組 合 の 議 決 等 を 経 た も の 。  

（ 事 業 の 内 容 ）  

第 ４ 条  市 長 は ， 対 象 住 宅 の 所 有 者 又 は 管 理 者 等 か ら の 申 込 み を 受 け

た 場 合 は ， 予 算 の 範 囲 内 で ， 当 該 申 込 み に 係 る 住 宅 に つ い て 申 込

者 が 選 定 す る 耐 震 診 断 技 術 者 を 派 遣 し て 簡 易 耐 震 診 断 を 行 う 。  

（ 申 込 手 続 ）  

第 ５ 条  簡 易 耐 震 診 断 を 受 け よ う と す る 所 有 者 又 は 管 理 者 等 は ， 兵 庫

県 が 定 め る 耐 震 診 断 技 術 者 名 簿 か ら 耐 震 診 断 技 術 者 を 選 定 し ， 簡

易 耐 震 診 断 申 込 書 （ 様 式 第 １ 号 の １ か ら 様 式 第 １ 号 の ３ 。 以 下

「 申 込 書 」 と い う 。 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て ， 市 長 に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。  

⑴  管 理 者 等 が 申 込 み を す る 場 合  簡 易 耐 震 診 断 の 申 込 み 及 び 実

施 に 関 す る 証 書 （ 様 式 第 １ 号 の ４ ）  

⑵  長 屋 住 宅 の 申 込 み を す る 場 合  簡 易 耐 震 診 断 の 申 込 み 及 び 実

施 に 関 す る 同 意 書 （ 様 式 第 １ 号 の ５ ）  

⑶  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  前 項 の 規 定 に よ り 申 込 み を 行 お う と す る 者 は ， 申 込 み の 際 に 別 表

に 定 め る 負 担 金 を 市 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 簡 易 耐 震 診 断 の 実 施 の 決 定 ）  



第 ６ 条  市 長 は ， 申 込 書 を 受 理 し た と き は ， 当 該 申 込 み の 内 容 を 審 査

し ， 耐 震 診 断 の 実 施 を 決 定 し た と き は ， 簡 易 耐 震 診 断 実 施 決 定 通

知 書 （ 様 式 第 ２ 号 の １ 又 は ２ 号 の ２ ） に よ り 当 該 申 込 者 に 通 知 す

る も の と す る 。  

２  市 長 は ， 第 １ 項 に 規 定 す る 審 査 の 結 果 ， 耐 震 診 断 技 術 者 を 派 遣 し

な い こ と を 決 定 し た と き は ， そ の 理 由 を 付 し て ， 簡 易 耐 震 診 断 実

施 要 件 不 適 合 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 の １ 又 は 様 式 第 ３ 号 の ２ ） に よ

り 当 該 申 込 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 簡 易 耐 震 診 断 技 術 者 の 派 遣 の 依 頼 ）  

第 ７ 条  市 長 は ， 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 簡 易 耐 震 診 断 の 実 施 を 決 定

し た 対 象 住 宅 に つ い て ， 速 や か に 市 長 が 指 定 す る 団 体 に 申 込 人 が

選 定 し た 耐 震 診 断 技 術 者 の 派 遣 を 依 頼 す る も の と す る 。  

（ 簡 易 耐 震 診 断 の 実 施 ）  

第 ８ 条  市 長 が 指 定 す る 団 体 は ， 市 長 か ら 依 頼 の あ っ た 住 宅 に つ い て

耐 震 診 断 技 術 者 を 派 遣 し て 簡 易 耐 震 診 断 を 実 施 し ， 診 断 結 果 を 市

長 に 報 告 す る も の と す る 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 診 断 結 果 の 報 告 が あ っ た と き は 速 や か に 申 込 者 に

診 断 報 告 書 を 送 付 す る も の と す る 。  

（ 簡 易 耐 震 診 断 の 取 止 め ）  

第 ９ 条  申 込 者 は ， 決 定 通 知 を 受 け た 後 ， 事 情 に よ り 簡 易 耐 震 診 断 を

取 り 止 め よ う と す る と き は ， す み や か に 簡 易 耐 震 診 断 実 施 決 定 辞

退 届 （ 様 式 第 ４ 号 の １ か ら ４ 号 の ３ ） に 次 の 各 号 に 定 め る 書 類 を

添 え て 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

⑴  管 理 者 等 が 届 出 す る 場 合  簡 易 耐 震 診 断 実 施 決 定 辞 退 の 届 出

に 関 す る 証 書 （ 様 式 第 ４ 号 の ４ ）  

⑵  長 屋 住 宅 の 場 合  簡 易 耐 震 診 断 実 施 決 定 辞 退 の 届 出 に 関 す る

同 意 書 （ 様 式 第 ４ 号 の ５ ）  

⑶  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  前 項 の 簡 易 耐 震 診 断 の 取 止 め の 届 出 が あ っ た 場 合 に お い て ， 当 該

届 出 の 日 が 簡 易 耐 震 診 断 の 実 施 の 日 前 で あ る と き は ， 市 長 は 第 ５



条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 納 付 さ れ た 負 担 金 を 申 込 者 に 返 還 す る 。  

（ 簡 易 耐 震 診 断 の 取 消 し ）  

第 １ ０ 条  市 長 は ， 申 込 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め る

と き は ， 耐 震 診 断 技 術 者 の 簡 易 耐 震 診 断 の 決 定 を 取 り 消 す こ と が

で き る 。  

⑴  虚 偽 の 申 込 そ の 他 の 不 正 の 行 為 に よ り 簡 易 耐 震 診 断 の 実 施 の

決 定 を 受 け た こ と が 判 明 し た と き 。  

⑵  そ の 他 市 長 が 不 適 当 と 認 め る 事 由 が 生 じ た と き 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 規 定 に 基 づ き 簡 易 耐 震 診 断 の 決 定 を 取 り 消 し た と

き は ， そ の 理 由 を 付 し て ， 簡 易 耐 震 診 断 実 施 決 定 取 消 通 知 書 （ 様

式 第 ５ 号 の １ か ら ５ 号 の ２ ） に よ り 当 該 申 込 者 に 通 知 す る も の と

す る 。  

３  前 項 の 場 合 に お い て ， 簡 易 耐 震 診 断 の 実 施 の 日 以 後 に お い て は ，

第 ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 納 付 さ れ た 負 担 金 は 返 還 し な い 。  

（ 守 秘 義 務 等 ）  

第 １ １ 条  耐 震 診 断 技 術 者 は ， 簡 易 耐 震 診 断 に 関 し 職 務 上 知 り 得 た 秘

密 を 漏 ら し て は な ら な い 。  

２  耐 震 診 断 技 術 者 は ， 次 に 掲 げ る 行 為 を し て は な ら な い 。  

 ⑴  申 込 者 に 対 し ， 不 必 要 な 診 断 ， 設 計 及 び 工 事 を 勧 め る こ と 。  

 ⑵  簡 易 耐 震 診 断 を 他 に 委 託 し 又 は 請 け 負 わ せ る こ と 。  

 ⑶  そ の 他 耐 震 診 断 技 術 者 と し て ふ さ わ し く な い 行 為 を 行 う こ と 。  

（ 細 則 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 綱 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ７ 年 １ ０ 月 １ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 廃 止 ）  

２  こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で に 廃 止 す る も の と す る 。  

（ 伊 丹 市 わ が 家 の 耐 震 診 断 推 進 事 業 実 施 要 綱 の 廃 止 ）  

３  「 伊 丹 市 わ が 家 の 耐 震 診 断 推 進 事 業 実 施 要 綱 」 は 廃 止 す る 。  



   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ １ 年 ８ 月 ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ５ 年 １ ２ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 す る  

附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ８ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 元 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ３ 年 ５ 月 １ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別 表 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

耐 震 診 断 経 費    一 棟 あ た り  

建 物 ・ 構 造 種 別  Ｎ ｏ  申 請 者 負 担 金  

戸

建

住

宅  

木  造  １  ３ ， １ ５ ０ 円  

非 木 造  ２  ６ ， ３ ５ ０ 円  

長

屋

住

宅  

木  造  ３  ６ ， ３ ５ ０ 円  

Ｒ Ｃ 造  
１ 棟 目  ４  ２ １ ， ７ ０ ０ 円  

２ 棟 目 以 降  ５  １ ５ ， ５ ０ ０ 円  

鉄 骨 造  
１ 棟 目  ６  １ １ ， ４ ０ ０ 円  

２ 棟 目 以 降  ７  ７ ， ９ ５ ０ 円  

共

同

住

宅  

木 造  ８  ６ ， ３ ５ ０ 円  

Ｒ Ｃ 造  

図 面 有 り  ９  ２ １ ， ７ ０ ０ 円  

図 面 な し  １ ０  ３ ２ ， １ ０ ０ 円  

２ 棟 目 以 降  １ １  １ ５ ， ５ ０ ０ 円  

鉄 骨 造  
１ 棟 目  １ ２  １ １ ， ４ ０ ０ 円  

２ 棟 目 以 降  １ ３  ７ ， ９ ５ ０ 円  

 


